
東 教 第 １ ３ ９ ４ 号 

平成３０年１０月１８日 

 

 各市町立小・中学校長 様 

 

埼玉県教育局東部教育事務所長（公印省略） 

 

年末調整関係諸報告書等の検収について（通知） 

 

 下記のとおり年末調整関係諸報告書及び扶養親族数報告書の検収を行いますので、担当職員を派遣し

てください。なお、事務処理にあたっては別添の資料を参照してください。 

 

記 

 

１ 日時及び会場 

  春日部会場（春日部地方庁舎） 

 １１月５日（月） １１月６日（火） １１月７日（水） １１月１２日（月） 

検収会場 ３階南会議室 ３階大会議室 ３階南会議室 ３階南会議室 

9:00～10:30 
春日部（小） 

(48N00～48N05) 

白岡（中） 

（58G50～58G51） 

蓮田（小） 

(48C00～48C03) 

越谷（小） 

（48D00～48D06） 

10:30～11:30 
春日部（小） 

（48A00～48A05） 

白岡（中） 

（58G52～58G53） 

蓮田（小） 

(48C04～48C07) 

越谷（小） 

（48D07～48D14） 

13:15～15:00 
春日部（小） 

(48A09～48A15) 

白岡（小） 

（48G00～48G02） 
蓮田（中） 

越谷（小） 

(48D15～48D21) 

15:00～16:30 
春日部（小） 

（48A16～48A21） 

白岡（小） 

（48G03～48G05） 

久喜（中） 

（58J50～58J51） 

久喜（中） 

（58H50～58H51） 

越谷（小） 

（48D22～48D29） 

 

 １１月１３日（火） １１月１５日（木） １１月１６日（金） 

 

検収会場 ３階南会議室 ３階大会議室 ３階大会議室 

9:00～10:30 
久喜（小） 

(48F00～48F09) 

杉戸（小） 

杉戸（中） 

吉川（小） 

越谷（中） 

（58D50～58D61） 

10:30～11:30 

久喜（中） 

(58F50～58F53)  

宮代（中） 

幸手（中） 

三郷（中） 

越谷（中） 

(58D62～58D64) 

宮代（小） 

松伏（小） 

松伏（中） 

13:15～15:00 

久喜（小） 

(48K00～48K04) 

久喜（中） 

(58K50～58K52） 

幸手（小） 

吉川（中） 
春日部（中） 

15:00～16:30 

久喜（小） 

（48H00～48H04） 

（48J01～48J05） 

三郷（小） 
八潮（小） 

八潮（中） 



 

  行田会場（総合教育センター） 

 １１月９日（金） １１月１９日（月）   

検収会場 １階２１３研修室 １階２１３研修室   

10:30～11:30 行田（中） 加須（中） 
  

13:00～14:30 行田（小） 
加須（小） 

（47B00～47B10） 

  

14:30～16:00 
羽生（小） 

羽生（中） 

加須（小） 

（47D00～47D04） 

（47G00～47G01） 

（47H00～47H03） 

  

 

 

※ 指定の時間帯で都合が悪い場合は、 

 １０月３０日（火）までに連絡をお願いします。 

 原則 予備日での変更となります。 

※ 年末再調整については、１２月頃別途通知します。 

 

２ 提出書類及び持参書類 

 （１）処理を電算で行う職員 

提
出 

□ 年末調整報告書１ 

□ 年末調整前職報告書（該当者のみ） 

□ 年末調整に係る調整報告書（該当者のみ） 

□ 年末調整に係る住宅借入金等報告書（該当者のみ） 

□ 扶養親族数報告書（該当者のみ） 

持
参 

□ 平成３０年分 扶養控除等（異動）申告書 

□ 平成３０年分 配偶者控除等申告書 

□ 平成３０年分 保険料控除申告書 

□ 平成３０年分 住宅借入金特別控除申告書 

□ 保険料控除関係証明書・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・源泉徴収票等

の証明書 

□ 年末調整確認リスト（年末調整に係る調整報告書を提出する学校のみ） 

□ 扶養親族数報告書確認リスト（年末調整に係る扶養親族数報告書を提出する学校のみ） 

 

・上記のうち、「年末調整報告書１」、「年末調整確認リスト」、「扶養親族数報告書確認リスト」

については、後日、教職員課から市町教育委員会経由にて配布されます。 

・持参書類は検収会で確認後、返却します。 

 

 （２）処理を電算で行わない職員 

 「平成３０年分年末調整事務処理要領（教職員課作成）」２９頁を参照してください。 

 

☆ 予備日（いずれも春日部地方庁舎） 

 １１月８日（木）ＡＭ（３階南会議室） 

         ＰＭ（２階教育相談室）  

 １１月１４日（水）（３階南会議室） 



３ 注意事項 

 （１）年末調整関係諸報告書について 

   ア 各種控除証明書について 

    ・保険料控除に係る証明書、前職報告に係る源泉徴収票の添付が報告書提出期限に間に合わな

い場合は、後日必ず提出させ、確認後各種控除申告書の裏面に添付してください。 

    ・住宅借入金等特別控除を申告する場合は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

の原本を必ず添付してください。 

 

   イ 住所について 

     平成３１年１月１日現在の住民票上の住所と給与報告上の住所が一致していない場合は、 

１月の給与報告までに必ず修正してください。 

     平成３１年１月２日以降に住所が変わる場合は、２月給与報告で修正してください。 

 

   ウ 所得税申告区分の変更について 

    ・１１月、１２月に「所得税申告区分」を修正する場合は、県費事務システムでの報告ではな

く「年末調整報告書１」で行ってください。 

     ただし、新規で報告する場合は、「給与修正報告１・４」（県費事務システム）で報告してく

ださい。 

    ・年末調整の「所得税申告区分」は翌年１月以降も引き継ぎますが、年末「再」調整の「所得

税申告区分」は引き継ぎません。翌年１月以降に県費事務システムで報告してください。 

 

   エ 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合について 

     平成２８年分から国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶

者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示が必要に

なりました。「平成３０年分年末調整のしかた（国税庁作成）」１７頁を参照のうえ、必要書類

を検収会に持参してください。 

 

   オ 年末調整関係書類に係る個人番号の記載について 

    ・各申告書の「給与支払者の法人番号」欄の記載は不要です。 

    ・「住宅借入金等特別控除申告書」の個人番号欄の記載は不要です。個人番号が記載されてい

る場合は、マスキング等の対応をお願いいたします。 

 

   カ 平成３１年分扶養控除（異動）申告書等の個人番号の記載について 

     すでに個人番号を給与支払者に提出済みでその番号に変更がない場合、「扶養控除等（異動）

申告書」等に個人番号を記載する必要はありません。余白に「給与支払者に提出済みの個人番

号と相違ない」旨の記載をしてください。 

 

書類作成にあたっては、「平成３０年分年末調整事務処理要領（教職員課作成）」、「平成３０年

分年末調整のしかた（国税庁作成）」、「※平成３０年分年末調整チェックリスト（学校事務職

員用）」等を参照してください。 

    ※ 「平成３０年分年末調整チェックリスト（学校事務職員用）」は後日配布予定です。 



 （２）扶養親族数報告書について 

   ・書類作成にあたっては、教職員課からすでに通知済の「扶養親族数報告について（通知）」

（H30.9.25 付 教職第 639-1 号）を参照してください。なお、同通知中の東部教育事務所が定

める提出期限は本検収会の実施日とします。 

   ・扶養親族数報告は、原則として県費事務システムによる報告となります。該当がある場合は、

入力期間中（１０月から１月までの給与報告期間）に入力してください。（平成３０年分年末

調整事務処理要領（教職員課作成）」１５頁参照） 

    ※ 県費事務システムに接続できない場合は、紙での報告をお願いいたします。 

 

                                      

 

担当 総 務 ・ 給 与 担 当  山 岸 

電話 ０４８－７３７－２７２７ 


